
令和２年（2020年）３月１日 

保護者及び在校生の皆様 

松川高等学校長 小金 典子  

 

新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応について（ご連絡とお願い） 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既にご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症に関しては、感染の拡大を防ぐために現在重要な時期にあることか

ら、長野県教育委員会の指示に従い、本校における感染症対策について下記の対応を取ることとしましたので、ご理解

とご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、状況が日々変化しているところであり、今後、適宜変更を行う場合がありますので、ご了承ください。 

 

記 

１ 休校について 

（１）３月２日（月）より３月 22 日（日）まで休校とします。（３月 24 日（火）～４月２日（木）は春休みです。） 

（２）３月23日（月）の終業式及び新年度の始業式については、後日連絡します。 

（３）休校日は、自宅研修に努め、不要不急の外出は避けるようにしてください。 

 

２ 部活動・特別活動について 

（１）運動部・文化部ともに、休校期間中は、「校内練習等」「大会参加」「対外練習試合」「県内外遠征」等の活動は 

行わない。 

（２）生徒会等の特別活動についても同様に、休校期間は活動を中止します。 

 

３ 感染者が発生した場合について 

（１）今後、感染の生徒・職員が出た場合は、休校期間を延長する場合もあります。 

（２）新型コロナウイルス（同居する家族も含め）、インフルエンザ、他感染症等で病院を受診した場合は、担任あ 

るいは学校まで必ず連絡してください。 

 

４ 感染予防に係る注意事項について 

（１）休校・春休み中は、不要不急の外出や大勢の人が集まるイベント等への参加は避けてください。 

（２）生徒・保護者共に、発熱や咳などの症状が見られる場合は、早目の医療機関の受診や自宅療養をお願いします。 

（３）マスク着用、アルコール消毒等感染予防に努めてください。学校では、生徒人数分のマスクをご用意すること 

 はできませんので、ご理解とご対応をお願いします。 

（４）同居する家族に感染者が発生した場合には、当該生徒については出席停止の措置、職員には自宅待機の措置を 

取り、感染拡大防止に努めます。 

 

５ アルバイトについて 

（１）アルバイトについては、規定において許可されている日においても、自粛することを原則とします。 

（２）雇用主と必ず相談し、従事せざるをえない場合は、保護者の同意のうえで行うようにしてください。その場合 

   でも、従事時間の短縮や従事日数の縮減、マスク着用の励行等の安全予防対策を徹底してください。 

 

６ その他 

（１）成績不振の場合は、感染症予防に十分留意し、個別指導をします。（学校から連絡します。） 

（２）休校期間、アルバイトや部活動への対応を含め、上記内容に変更等があれば、オクレンジャーやホームペー 

ジ等で連絡します 

 
 

【問合せ】 

松川高等学校 教頭 飯森 和弘 0265-37-3294（教務室直通）、0265-37-2011（代表） 

 


